
平成13年度

　８－１　酒税関係総括表

　　　　　酒税関係総括表

販売(消費) 製造免許
数　　　量 場　　数

kl 千円 kl kl 場 場

413,342 87,466,691 369,221 465,056 125 9,414

407,754 84,376,954 345,524 448,640 139 9,547

412,586 81,256,244 337,749 459,931 147 9,602

424,206 80,157,903 368,233 464,541 160 9,675

413,220 76,129,194 350,909 459,459 160 9,682

415,995 74,382,117 345,597 454,964 155 9,784

11,344 1,489,135 7,802 35,413 17 －

1,617 106,900 X 3,158 3 －

甲 類 39,581 7,957,335 39,909 45,147 7 －

乙 類 601 117,525 481 2,418 8 －

計 40,181 8,074,860 40,390 47,565 15 －

841 20,850 4,283 3 －

213,001 47,286,511 X 199,752 33 －

果 実 酒 6,030 322,785 2,933 14,044 17 －

甘 味 果 実 酒 333 32,920 67 537 10 －

計 6,363 355,704 3,001 14,587 27 －

ウ イ ス キ ー 6,586 2,601,142 1,477 7,906 4 －

ブ ラ ン デ ー 418 166,421 94 543 5 －

計 7,004 2,767,563 1,570 8,448 9 －

467 136,958 64 880 15 －

6,475 620,615 7 15,024 10 －

発 泡 酒 128,704 13,522,844 X 125,695 21 －

粉 末 酒 － － － － 1 －

その他の雑酒 1 178 X 154 1 －

計 128,705 13,523,022 81,440 125,853 23 －

　

415,995 74,382,117 345,597 454,964 155 9,784

調査対象等：課税数量、税額、製成数量及び販売（消費）数量は平成13年４月１日から平成14年３月31日までの間
　　　　　である。
調査時点：製造免許場数及び販売場数は平成14年３月31日現在。
用語の説明：１　課税数量とは、税額決定の基礎となるべき酒類の数量をいう。
　　　　　　２　製成数量とは、酒類の生産数量をいう。
　　　　　　３　販売（消費）数量とは、酒類小売業者の販売数量のほか、酒類製造者及び酒類卸売業者の消費者
　　　　　　　への直売数量を含めた数量をいう。
（注）　この表は、｢８－２」の「(１)課税状況｣、｢８－３」の｢製成数量｣、｢８－４」の「(１)販売(消費)数量｣、
　　　｢８－５」の「(１)酒類の製造免許場数｣、「(４)酒類販売業免許場数及び酒類販売業者数」を示したもので
　　　ある。
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